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議案第３号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

令和４年６月２日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する

法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）による長期優良住宅の普及の促進

に関する法律（平成２０年法律第８７号）の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画 

認定申請に係る手数料を新設するとともに、地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第４４号）による建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、条例の規定を整理するため、君津

市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を改正しようとするものである。 



- 13 - 

君津市条例第  号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項ただし書中「３５の項」を「３７の項」に、「３７の項」を「３９の項」に

改める。 

別表第２の７の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表１２の５の

項中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表中５３の項を５５の

項とし、３５の項から５２の項までを２項ずつ繰り下げ、同表３４の項中「３２の項」を

「３４の項」に、「３３の項」を「前項」に改め、同項を同表３６の項とし、同表３３の項

(1)の目中「３２の項」を「前項」に改め、同項を同表３５の項とし、同表中３２の項を 

３４の項とし、３１の項を３３の項とし、３０の項を３２の項とし、同表２９の項中「 

２７の項」を「２９の項」に、「２８の項」を「前項」に改め、同項を同表３１の項とし、

同表中２８の項を３０の項とし、２５の項から２７の項までを２項ずつ繰り下げ、同表 

２４の項中「２３の項」を「２４の項」に改め、同項を同表２６の項とし、同項の前に次

の１項を加える。 

２５ 長期優良住宅の普及の促進に関する法

律第８条第１項の規定による長期優良住宅

維持保全計画の変更の認定の申請に対する

審査 

２３の項の右欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ定める額に２分の１を乗じて得た額 

 別表第２の２３の項中「前項」を「２２の項」に改め、同項を同表２４の項とし、同表

２２の項の次に次のように加える。 

２３ 長期優良住宅の普及の促進に関する法

律第５条第６項又は第７項の規定による長

期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対

する審査 

(1) 申請に係る長期優良住宅維持保全計画

が、登録住宅性能評価機関により、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項第１号に掲げる基準に適合していると

認められたものである場合 

ア 一 戸 建 て の 住 宅 １ 件 に つ き

１２，０００円 
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  イ 共同住宅等であって、建築物全体の住

戸の数が５戸以下のもの１件につき

  ２３，０００円を認定申請対象住戸の数

で除して得た額（長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第５条第６項の規定に

よる認定の申請に係るものに限り、その

額に１００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額） 

 ウ 共同住宅等であって、建築物全体の住

戸の数が５戸を超えるもの１件につき

  ４０，０００円を認定申請対象住戸の数

で除して得た額（長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第５条第６項の規定に

よる認定の申請に係るものに限り、その

額に１００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額） 

(2) その他の場合 

 ア 一 戸 建 て の 住 宅 １ 件 に つ き

６２，０００円 

 イ 共同住宅等であって、建築物全体の住

戸の数が５戸以下のもの１件につき

１５２，０００円を認定申請対象住戸の

数で除して得た額（長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第５条第６項の規定

による認定の申請に係るものに限り、そ

の額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額） 

 ウ 共同住宅等であって、建築物全体の住

戸の数が５戸を超えるもの１件につき

  ２４４，０００円を認定申請対象住戸の
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 数で除して得た額（長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第５条第６項の規定

による認定の申請に係るものに限り、そ

の額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額） 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表第２の７の項及び同表 

１２の５の項の改正規定は、公布の日から施行する。 
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君津市手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（手数料の減免） 

第４条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

ただし、別表第１の２の項から８の項まで及び１０の項並びに別表

第２の２の項から６の項まで、２２の項から３７の項まで及び３９

の項に掲げる手数料については、この限りでない。 

(1) ～(3) 省略 

２ 省略 

別表第２（第２条） 

（手数料の減免） 

第４条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

ただし、別表第１の２の項から８の項まで及び１０の項並びに別表

第２の２の項から６の項まで、２２の項から３５の項まで及び３７

の項に掲げる手数料については、この限りでない。 

(1) ～(3) 省略 

２ 省略 

別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～６ 省略  

７ 建築基準法第８５条第６項の

規定に基づく仮設建築物の建築

の許可の申請に対する審査 

１２０，０００円

８～１２の４ 省略 

１２の５ 建築基準法第８７条の

３第６項の規定に基づく建築物

の用途を変更して一時的に使用

する場合の許可の申請に対する

審査 

１２０，０００円

１３～２２ 省略 

２３ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第５条第６項又は

第７項の規定による長期優良住

宅維持保全計画の認定の申請に

(1) 申請に係る長期優良住宅維持

保全計画が、登録住宅性能評価機

関により、長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第６条第１項

手数料を徴収する事務 金額 

１～６ 省略 

７ 建築基準法第８５条第５項の

規定に基づく仮設建築物の建築

の許可の申請に対する審査 

１２０，０００円 

８～１２の４ 省略 

１２の５ 建築基準法第８７条の

３第５項の規定に基づく建築物

の用途を変更して一時的に使用

する場合の許可の申請に対する

審査 

１２０，０００円 

１３～２２ 省略 
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対する審査 第１号に掲げる基準に適合して

いると認められたものである場

合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

１２，０００円 

イ 共同住宅等であって、建築物

全体の住戸の数が５戸以下の

もの１件につき２３，０００円

を認定申請対象住戸の数で除

して得た額（長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第５条

第６項の規定による認定の申

請に係るものに限り、その額に

１００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額） 

ウ 共同住宅等であって、建築物

全体の住戸の数が５戸を超え

るもの１件につき４０，０００

円を認定申請対象住戸の数で

除して得た額（長期優良住宅の

普及の促進に関する法律第５

条第６項の規定による認定の

申請に係るものに限り、その額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき
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６２，０００円 

イ 共同住宅等であって、建築物

全体の住戸の数が５戸以下の

もの１件につき１５２，０００

円を認定申請対象住戸の数で

除して得た額（長期優良住宅の

普及の促進に関する法律第５

条第６項の規定による認定の

申請に係るものに限り、その額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）

ウ 共同住宅等であって、建築物

全体の住戸の数が５戸を超え

る も の １ 件 に つ き

２４４，０００円を認定申請対

象住戸の数で除して得た額（長

期優良住宅の普及の促進に関

する法律第５条第６項の規定

による認定の申請に係るもの

に限り、その額に１００円未満

の端数があるときは、これを切

り捨てた額） 

２４ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項の規

定による長期優良住宅建築等計

画の変更の認定の申請（同法第８

条第２項において準用する同法

２２の項の右欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ定める額に２分の１を

乗じて得た額 

２３ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項の規

定による長期優良住宅建築等計

画の変更の認定の申請（同法第８

条第２項において準用する同法

前項  の右欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ定める額に２分の１を

乗じて得た額 



-
 
1
9
 
- 

第６条第２項の規定による申出

を伴う場合を除く。）に対する審

査 

２５ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項の規

定による長期優良住宅維持保全

計画の変更の認定の申請に対す

る審査 

２３の項の右欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ定める額に２分の１を

乗じて得た額 

２６ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第５条第１項から

第５項までの規定による長期優

良住宅建築等計画の認定の申請

又は同法第８条第１項の規定に

よる長期優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に、同法第６条

第２項（同法第８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定

による申出を伴う場合のこれら

の申請に対する審査 

２２の項又は２４の項の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ定める額を加算

した額とする。 

２７ 省略 

２８ 省略 

２９ 省略 

３０ 省略 

３１ 都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の規定

による低炭素建築物新築等計画

の認定の申請又は同法第５５条

２９の項又は前項  の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ定める額を加

算した額とする。 

第６条第２項の規定による申出

を伴う場合を除く。）に対する審

査 

２４ 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第５条第１項から

第５項までの規定による長期優

良住宅建築等計画の認定の申請

又は同法第８条第１項の規定に

よる長期優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に、同法第６条

第２項（同法第８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定

による申出を伴う場合のこれら

の申請に対する審査 

２２の項又は２３の項の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ定める額を加算

した額とする。 

２５ 省略 

２６ 省略 

２７ 省略 

２８ 省略 

２９ 都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の規定

による低炭素建築物新築等計画

の認定の申請又は同法第５５条

２７の項又は２８の項の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ定める額を 加

算した額とする。 
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第１項の規定による低炭素建築

物新築等計画の変更の認定の申

請に、同法第５４条第２項（同法

第５５条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申

出を伴う場合のこれらの申請に

対する審査 

３２ 省略 

３３ 省略 

３４ 省略 

３５ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３６条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請（同法第３６条第２

項において準用する同法第３５

条第２項の規定による申出を伴

う場合を除く。）に対する審査 

(1) 単体の申請建築物の建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請をする場合  

前項  の右欄の(1)の目又は

(2)の目に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ定める額に２分の１を乗

じて得た額 

(2) 申請建築物及び他の建築物の

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請をする

場合 

当該計画の変更に係る建築物ご

とにそれぞれ(1)の目に定める額

を合計した額 

３６ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３４条

第１項の規定による建築物エネ

３４の項又は前項  の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ定める額を加算

第１項の規定による低炭素建築

物新築等計画の変更の認定の申

請に、同法第５４条第２項（同法

第５５条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申

出を伴う場合のこれらの申請に

対する審査 

３０ 省略 

３１ 省略 

３２ 省略 

３３ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３６条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請（同法第３６条第２

項において準用する同法第３５

条第２項の規定による申出を伴

う場合を除く。）に対する審査 

(1) 単体の申請建築物の建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請をする場合  

３２の項の右欄の(1)の目又は

(2)の目に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ定める額に２分の１を乗

じて得た額 

(2) 申請建築物及び他の建築物の

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請をする

場合  

当該計画の変更に係る建築物ご

とにそれぞれ(1)の目に定める額

を合計した額 

３４ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３４条

第１項の規定による建築物エネ

３２の項又は３３の項の右欄に定

める額に、２の項の右欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ定める額を加算
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ルギー消費性能向上計画の認定

の申請又は同法第３６条第１項

の規定による建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更の認定

の申請に、同法第３５条第２項

（同法第３６条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に

よる申出を伴う場合のこれらの

申請に対する審査 

した額とする。 

３７ 省略 

３８ 省略 

３９ 省略 

４０ 省略 

４１ 省略 

４２ 省略 

４３ 省略 

４４ 省略 

４５ 省略 

４６ 省略 

４７ 省略 

４８ 省略 

４９ 省略 

５０ 省略 

５１ 省略 

５２ 省略 

５３ 省略 

ルギー消費性能向上計画の認定

の申請又は同法第３６条第１項

の規定による建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更の認定

の申請に、同法第３５条第２項

（同法第３６条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に

よる申出を伴う場合のこれらの

申請に対する審査 

した額とする。 

３５ 省略 

３６ 省略 

３７ 省略 

３８ 省略 

３９ 省略 

４０ 省略 

４１ 省略 

４２ 省略 

４３ 省略 

４４ 省略 

４５ 省略 

４６ 省略 

４７ 省略 

４８ 省略 

４９ 省略 

５０ 省略 

５１ 省略 



-
 
2
2
 
- 

５４ 省略 

５５ 省略 

５２ 省略 

５３ 省略 

備考 省略 備考 省略 


